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１ 相談・支援体制について 
 

 
 
 
２ 「和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例」及び「和歌山県新 
  型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等対策に関する条例」の取 
  組について 
 
（１）部落差別・新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等を行った者への対応 
 ・指導、勧告 
  部落差別・誹謗中傷等を行った者に対し、必要な説示を行い、部落差別・誹謗中 
  傷等を行わないことやインターネット上に投稿した情報を削除することを指導 
  指導に従わない場合は、勧告 
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（２）啓発 
 ・ポスター、リーフレット、チラシや啓発グッズの作成・配布 
 ・メディア等の利用 
  テレビ、ラジオ、広報誌、県 HP、SNS（Twitter・LINE・Instagram・Facebook） 
 
 
（３）相談体制の充実 
 ・相談担当職員の資質向上 
  県人権相談ネットワーク協議会研修会、県人権局・各振興局等人権担当職員研修 
 ・相談対応職員の増員 
 

 
 
 
（４）実態把握 
 ・モニタリング（インターネット上の書き込み調査） 
  インターネット上の部落差別、新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等に関 
  する書き込みを特定し、プロバイダ等に対し削除要請 
 ・同和問題（部落差別）に関する県民意識調査 
  これまでの施策の効果検証と今後の施策の方向性を導き出すため、県民３千人に 
  対し意識調査を実施 
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３ 人権啓発の推進  
 
（１）和歌山県人権尊重の社会づくり協定 
  ・企業、団体等と協定を締結し、協働して人権啓発活動を実施 
 ・協定締結企業団体数…３４９団体（令和４年７月末現在） 
 ・県からの支援…研修講師の派遣、人権に関する啓発資料・イベント情報の提供など  
 
（２）啓発資料「人権チェックリスト」の発行 
 ・日常生活を人権の視点で見つめ直し、点検と気づきを促すチェックリストを発行 
 ・毎月発行し、時宜にかなった人権課題に対応 
 
（３）新型コロナウイルス感染症における誹謗中傷防止への取組 
 ・講演会の開催 
 
（４）（公財）和歌山県人権啓発センターへの委託事業 
 ・ふれあい人権フェスタ 
 ・人権感覚を育てよう 
 ・インターネットと人権 
 ・人権・発見・体験教室 
 
（５）市町村が実施する啓発活動事業への支援 
 ・人権啓発市町村助成 
  市町村が実施する講演会の開催や啓発資材の作成等の人権啓発事業に対し助成 
  （補助率 1/2） 
 
（６）和歌山県人権啓発ネットワーク協議会の取組 
 ・和歌山地方法務局、県、市町村、県人権擁護委員連合会、県人権啓発センターで 

  協議会を設置し、協働して啓発活動を実施（人権のつどい、人権の花運動など） 
 



人権ホットライン
【(公財)和歌山県人権啓発センター】

(公財)和歌山県人権啓発センターでは、人権相談員が人権に関する様々な相談に対応しています。

また、法的な解決が必要な相談に対応するため、弁護士による法律相談も実施しています。

和歌山県人権局や各振興局総務県民課でも、人権に関する様々な相談に対応しています。

和歌山県･( 公財 ) 和歌山県人権啓発センター

相談

無料

相談

無料
秘密

厳守厳守

秘密

実 施
日 時

相 談
方 法 

（お電話・ FAX でご予約ください）弁護士による法律相談

ナヤミゼロ
TEL  073-421-7830 FAX 073-435-5421

・面接相談
・オンライン相談

2,4,6,8,10,12月（偶数月）：第2・第4木曜日
1,3,5,7,9,11月（奇数月）：第2土曜日・第4木曜日

午後１時～午後４時

※ 祝日の場合は
    原則、その翌日

TEL 073-435-5420 FAX 073-435-5421

・電話相談
・面接相談

午前9時～午後４時
祝日･年末年始除く）月曜日～金曜日（

　　
開 設
日 時

相 談
方 法 

常設相談

弁護士
（人権啓発センター）

相談者
（最寄りの振興局）

オンライン

遠方からでも
相談できます !!

【事前予約制】

※ 海草振興局除く

  4 月
  5 月
  6 月
  7 月
  8 月
  9 月

14日（木）
14日（土）
  9日（木）
  9日（土）
12日（金）
10日（土）

28日（木）
26日（木）
23日（木）
28日（木）
25日（木）
22日（木）

10月
11月
12月
  1 月
  2 月
  3 月

13日（木）
12日（土）
  8日（木）
14日（土）
  9 日（木）
11日（土）

27日（木）
24日（木）
22日（木）
26日（木）
24日（金）
23日（木）

人　権　相　談

【令和 4年度の実施日】
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・

一人で悩まず、相談して

和歌山市手平 2-1-2 和歌山ビッグ愛２F



人権に関することで
困ったことがあった場合には
一人で悩まず、
ご相談ください。

和歌山県人権局･各振興局

月曜日～金曜日（祝日･年末年始除く）

午前9時～午後５時45分

・電話相談
・面接相談

　　
実 施
日 時

相 談
方 法 

和歌山県人権局

海草振興局地域振興部総務県民課

那賀振興局地域振興部総務県民課

伊都振興局地域振興部総務県民課

有田振興局地域振興部総務県民課

日高振興局地域振興部総務県民課

西牟婁振興局地域振興部総務県民課

東牟婁振興局地域振興部総務県民課

073-441-3344 073-423-9269

073-441-2563 073-433-4540

0736-33-4900

0736-61-00070736-61-0006

0736-33-4916

0737-64-1257 0737-64-1256

0738-24-2936

0739-26-7909

0735-21-9650

0739-26-7962

0738-24-2906

0735-21-9636

　名　称 電話番号 FAX 番号

相談いただいた方の
心に寄り添った相談対応を
心がけています。






